
- 1 -

本人確認情報を利用する職員に係る規定について

○住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

（本人確認情報の利用及び提供の制限）

第三十条の三十 都道府県知事は、第三十条の七第三項から第六項まで、第三十条の八第一項若しくは

第二項又は第三十七条第二項の規定により保存期間に係る本人確認情報を利用し、又は提供する場合

を除き、第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報を利用し、又は提供してはならな

い。

２ （略）

（本人確認情報の電子計算機処理等に従事する市町村又は都道府県の職員等の秘密保持義務）

第三十条の三十一 本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは

職員であつた者又は第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等

に関する事務に従事する都道府県の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人

確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

２ 市町村長又は都道府県知事から本人確認情報又は第三十条の五第一項の規定による通知に係る本

人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者で

あつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電

子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

（受領者等による本人確認情報の安全確保）

第三十条の三十三 第三十条の六、第三十条の七第三項から第六項まで又は第三十条の八第二項の規定

により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関若しくは都道府県知事その

他の都道府県の執行機関又は別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人（以下「受領者」という。）

がこれらの規定により提供を受けた本人確認情報（以下「受領した本人確認情報」という。）の電子

計算機処理等を行うに当たつては、当該市町村長その他の市町村の執行機関若しくは当該都道府県知

事その他の都道府県の執行機関又は当該国の機関の長若しくは法人は、受領した本人確認情報の漏え

い、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。

２ 前項の規定は、受領者から受領した本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者が受託した

業務を行う場合について準用する。

（受領者の本人確認情報の利用及び提供の制限）

第三十条の三十四 受領者は、その者が処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務

の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行に必要な範囲

内で、受領した本人確認情報を利用し、又は提供するものとし、当該事務の処理以外の目的のために

受領した本人確認情報の全部又は一部を利用し、又は提供してはならない。

（本人確認情報の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務）

第三十条の三十五 第三十条の六、第三十条の七第四項から第六項まで又は第三十条の八第二項の規定
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により市町村長その他の市町村の執行機関又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関が提供を

受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村又は都道府県の職員又は職

員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算

機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

２ 第三十条の七第三項の規定により別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が提供を受けた本人

確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員若しくは職員で

あつた者又は同欄に掲げる法人の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者は、その事務に関

して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏ら

してはならない。

３ 受領者から受領した本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者若しくはその役員若しく

は職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘

密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

第四十二条 第三十条の十七第一項若しくは第二項、第三十条の三十一第一項若しくは第二項又は第三

十条の三十五第一項から第三項までの規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万

円以下の罰金に処する。

○鳥取県個人情報保護条例（平成１１年鳥取県条例第３号）

(罰則)

第 41条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第 11条の規定に基づき個人情報を取り扱う業務

に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記

録された公文書等であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用い

て検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したも

のを含む。)を提供したときは、2 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。

第 42 条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書等に記録された個人情報を自己若し

くは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は 50 万円以下

の罰金に処する。

第 43 条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘

密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1 年以下の懲役又は 50万

円以下の罰金に処する。


